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１ はじめに 

「古都・鎌倉」として日本を代表する観光都市である鎌倉市は、平成８年(1996 年)に策

定した第１期鎌倉市観光基本計画から一貫して、市民や観光旅行者が豊かな生活・観光を享

受できるようになることを目的に、「住んでよかった、訪れてよかった」と思えるまちづく

りを基本理念としてきました。そして、平成 28 年(2016 年)度に策定した第３期鎌倉市観光

基本計画においても、観光の「質」の向上を目指して、新たな方針に基づく観光施策の推進

に取り組んできました。 

第３期観光基本計画の期間には、新型コロナウイルス感染症による世界的な旅行需要の

大幅な減少がありましたが、訪日観光の規制緩和や円安の進行により特に海外からの旅行

需要が回復し、訪日外国人旅行者の増加が顕著となりました。 

一方、国内に目を向けますと、人口減少や少子高齢化といった社会課題が進行し、地域の

経済活動の縮小が懸念される中、鎌倉市においては宿泊を伴う滞在型観光の促進、オーバー

ツーリズムの解消、インバウンドへの対応、観光客の快適な受入環境整備といった複雑な観

光ニーズへの対策と、市民生活の両立が求められております。 

 そのような情勢下において、鎌倉市では第４期鎌倉市観光基本計画(令和８年(2026 年)３

月策定)に基づき、「責任ある観光（レスポンシブルツーリズム）の推進」、「泊まる観光の促

進」、「観光資源に関する効果的な情報発信」及び「誰もが利用しやすい観光受入環境の充実」

等を着実に実行していくため、観光活動における受益者である観光客から一定の負担を求

める仕組みの導入も含め、宿泊税等の安定した観光財源の確保に向けた検討を進めていく

こととしました。 

 そのため、令和８年(2026 年)２月に、学識経験者、民間の有識者、鎌倉商工会議所及び

公益社団法人鎌倉市観光協会が推薦する者、市内宿泊事業者としましては鎌倉旅館組合及

び市内宿泊事業者が推薦する者から構成された「鎌倉市宿泊税等観光財源に関する検討委

員会」を設置し、新たな観光財源の導入にかかる検討を進めて参りました。 

 本報告書は、検討委員会等における検討内容やそこから導き出される鎌倉市に適した新

たなる観光財源についてまとめたものです。 
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２ 観光財源を検討する背景、意義 

（１）鎌倉市の現状及び財政状況 

 

鎌倉市は神奈川県の南東部、三浦半島の付け根に位置する都市です。JR 横須賀線の駅が

大船、北鎌倉、鎌倉の３駅の他、江ノ電と湘南モノレールの２つの私鉄が、主に江ノ島に向

かって走っています。 

 

直近の市の人口減少は、全国的に見れば緩やかな状況です。国勢調査結果によります

と、総人口は昭和 62 年 (1987 年)の 176,358 人をピークに、その後は微かに減少傾向で推

移しています。 
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しかしながら、将来的な人口推移は大幅な減少が見込まれ、同時に生産年齢人口も減少傾

向と見られています。令和 32 年(2050 年)には市の人口が 156,498 人(令和２年(2020 年)比

で約▲9.4％)にまで減少するという試算があり、このことからも市の安定した観光財源確保

は重要と言えます。 

 

コロナ禍以降、延べ観光客数(一定期間に市内観光地を訪れた延べ人数)は令和６年(2024

年)では 1,594 万人と、回復傾向にあります。国際情勢などの変動要因はありますが、様々
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な国籍の方が訪れる市の特性を鑑みるに、今後も堅調に推移されることが予想されます。 

 

市内の宿泊者数は、市が把握している令和６年(2024 年)の数字では 504,000 人です。し

かしながらこの数値は、市内の 40 施設程度からいただいた数字のため、実態はより多いこ

とが想定されます。 

前記した延べ観光客数は 1,594 万人である中、宿泊者が 50 万人強に留まっていることか

らも「市内の観光客が宿泊客へと繋がる」という循環が、希薄であることが見て取れます。 
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令和６年(2024 年)度の一般会計歳入の決算額の内訳では、歳入総額は約 778 億、自主財

源率は 64.7％と、全国平均が 40～50％程度と言われる中では優良な数字を維持していま

す。また、当市の財政力指数(2021～2023 年(令和 3～5 年)度の平均値）1.08 であり、普

通地方交付税の交付を受けていません。しかし、一般会計歳入に占める個人の市民税が多

く、将来的な人口減少に伴う税収減により、交付団体になる懸念があります。 

 

上記グラフは、過去 17 年の鎌倉市の歳出予算の推移です。市の年度予算は、物価高

騰、高齢化率の上昇、オーバーツーリズム対策、防災インフラ整備等の要因から、増加傾

向にあることがわかります。 

こうした情勢の下、将来に亘って安定した観光財源を確保するためには、『市の一般財

源のみに頼らない仕組み』の構築が必要と考えられます。 
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令和７年(2025 年)度の一般会計歳出の予算額約 810 億円を細分化していくと、観光費は

表中のとおり、約 4.1 億円であり、市の一般会計歳出予算に占める割合では約 0.5％にとど

まります。 

多くの自治体が商工費等と合算して公表しており、純粋な観光費のみを比較可能な自治

体は多くありませんが、鎌倉市と言えど、観光費の予算規模は大きくありません。 

(参考：箱根町 7.9 億円(R6)、湯河原町 3.6 億円(R5)、日光市 15 億円(R6)、下呂市 4.8 億円(R7)) 

 

（２）鎌倉市の観光特性・課題 

 
 市の延べ観光客数はコロナ禍等の影響で数字が大きく変わる一方、市の税収額は一定規
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模で推移しており、年間観光客数と市税収入に相関性が無いと言えます。つまり、観光客数

が市の財政に与えるプラスの効果は乏しく、受益者(観光客)負担の構造になっていないこと

がこのデータから読み取れます。 

 

鎌倉市は首都圏からの日帰り観光地としての性格が強く、日帰り客(延べ観光客数)が約

97%、宿泊客が約 3％の割合で、日帰り観光客がその多くを占めています。日帰りよりも宿

泊をする場合は、滞在時間の増加に伴い様々な場所で消費が生じますが、宿泊客が少ないた

め、市内の観光消費額に効果的に繋がっていないことが伺えます。 

 

 
市内の特定エリアでは、撮影や観光に訪れた方の迷惑行為が多数発生しており、残念なが

ら外国人観光客が原因である事例も少なくありません。特定の狭いエリア内に、多い時は

100 人以上の観光客の滞留が発生しており、エリア周辺や近隣の私有地内でも、同様の迷惑

行為が報告されています。 

また、政府が掲げる観光ビジョンでは「令和 12 年(2030 年)には、令和６年(2024 年)時
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の約 3,600 万人超の約 1.5 倍となる 6,000 万人のインバウンドを達成する」という将来目標

もあり、市民が必要以上の負担を求められないためにも『観光客が集中する都市を維持する

ための、観光に関する共通インフラ費用』を確保することは、市の責務であると考えていま

す。 

 

（３）新たなる観光財源を検討する必要性 

ここまでの記載を総括すると、鎌倉市が新たなる観光財源を検討する必要性は、大きく以

下の３点と言えます。 

①将来的な人口減少、少子高齢化(市の税収減、民生費増)に伴い市の財政規模の維持が難し

いことが予見される中、将来に亘って安定して『観光客が集中する都市を維持するための、

観光に関する共通インフラ費用』を確保するために活用できる観光財源を確保するため 

②第４期観光基本計画の基本理念「住み続けたい、また訪れたいまち、鎌倉」の実現、また

観光と市民生活の両立の実現に向け、観光における受益者である観光客にも負担を求め

る仕組みを構築するため 

③日帰りの観光客を「宿泊客」へと転換する支援(朝夜観光、宿泊を伴う滞在型観光の促進)

を新たなる観光財源を活用して推進するとともに、市内全体の観光消費額の向上を目指

すため 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

３ 鎌倉市宿泊税等観光財源に関する検討委員会について 

（１）検討委員会の立ち上げ及びその構成 

 鎌倉市に適した新たなる観光財源について検討するため、令和８年(2026 年)２月に鎌倉

市宿泊税等観光財源に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、延べ４回

の委員会を実施しました。 

 

 検討委員会の構成委員は、以下のとおりです。 

1 
学識経験者 

（委員長） 

國學院大學 観光まちづくり学部 

観光まちづくり学科 教授 梅川智也 

2 学識経験者 
文教大学 国際学部 

国際観光学科 教授 海津ゆりえ 

3 
民間の有識者 

（副委員長） 

株式会社 JTB 総合研究所 

フェロー 山下真輝 

4 
鎌倉商工会議所が 

推薦する者 
鎌倉商工会議 事務局長 奈須菊夫 

5 
公益社団法人鎌倉市 

観光協会が推薦する者 
公益社団法人鎌倉市観光協会 事務局長 進藤勝 

6 
鎌倉旅館組合が 

推薦する者 
鎌倉旅館組合 組合長 井上靖章 

7 
市内宿泊事業者が 

推薦する者 
鎌倉プリンスホテル 支配人 薄井茜 

 

（２）検討委員会の開催日程、内容 

第１回 日 時： 

令和８年(2026年) 

２月10日 

15：00～17：00 

場 所： 

鎌倉市役所本庁舎 

第６分庁舎 

602会議室 

（１）委員長及び副委員長の選任について 

（２）観光財源を確保する意義について 

（３）鎌倉市の現状、観光特性・課題、観光財源の種類と

その比較・検討について 

（４）市内宿泊事業者向けアンケートの結果について 

（５）他市の宿泊税の導入状況について 

（６）その他(今後の検討スケジュール案) 

第２回 日 時： 

令和８年(2026 年) 

３月 31 日 

14：00～16：00 

（１）前回の検討委員会の振り返り 

（２）３月２日実施の宿泊事業者向け勉強会について 

（３）アンケート結果等を踏まえた税制度案及び他市の

導入状況 



12 

 

場 所： 

鎌倉市役所本庁舎 

201 会議室 

（４）税制度の案(収入見込)を踏まえた使途 

（５）その他(今後の検討内容及びスケジュール) 

第３回 日 時： 

令和８年(2026 年) 

４月 20 日 

14：00～16：00 

場 所： 

鎌倉市役所本庁舎 

201 会議室 

（１）前回の検討委員会の振り返り 

（２）課税要件、補助制度等について 

（３）税収の使途について 

（４）使途(使い道)の内容について 

（５）その他(今後の検討内容及びスケジュール) 

第４回 日 時： 

令和８年(2026 年) 

５月 11 日 

14：00～16：00 

場 所： 

鎌倉市役所本庁舎 

201 会議室 

（１）鎌倉市における宿泊税等観光財源に関する検討報

告書について 

（２）その他 

各回の協議内容 

それぞれの回で委員から頂いたご意見や指摘等は、巻

末資料１「検討委員会会議録(第１回～第４回)」を参照く

ださい。 
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４ 検討委員会における検討事項 

（１）観光財源の種類、比較・検討 

検討委員会ではまず、鎌倉市の財政状況や特性等の現状を確認するとともに、観光財源と

なり得るものの種類、比較・検討を実施しました。 

観光財源になり得る主なものとして、国土交通省の『自主財源開発手法ガイドブック』等

を参考と、下記の①～⑤を検討すべき財源の候補として選定しました。 

また表の下部の図は、①地方税をさらに細分化したもので、区分により「法定目的税」や

「法定外目的税」等に分類されることを示しています。 
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また下記の表は、先述の①から⑤について、具体例を紹介するものです。 

 

 

 次に、下記の表では、過去に鎌倉市で検討に挙がっていた主なものを記載しています。 
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 先頁のとおり、「観光財源」の中にも様々な区分のものが存在することから、それぞれの

要素を比較しながら、優先順位について検討することとします。 

 
②受益者分担金・負担金～⑤寄附金については、財源徴取の内容やスキームを工夫すれば

回避可能な要素はあるかもしれませんが、一般論としては各項目に記載のプラス、マイナス

の側面があります。 

②受益者分担金、負担金は「税と似た仕組みで強制力がある」一方で、「規模が限定的で

あり、徴収するための設備や制度等の構築コストが生じる」という側面があります。 

③協力金は「任意の協力によるため、受益者が必ずしも負担する必要がない」という面か

ら、「受益者である観光客にも負担を」という市の方針には不適当と考えられます。 

④使用料、手数料は「利用者や役務提供先がいれば、安定的、継続的な確保が可能」であ

る一方、「該当する単一の設備利用者や役務提供先からの徴収に留まるため、規模は限定的

であり、徴収するための設備や制度等の構築コストが生じる」という懸念点があります。 

⑤寄附金は「クラウドファンディング等、コストが少なく実施することも可能」な一方で、

「善意や協力によって成り立つため、その継続性や規模の確保が想定できない」というマイ

ナスの側面があります。 

ここまでの比較検討の中で、財源としての安定性や受益者へ負担を求めるという性質、ま

た全国的な先行事例の多さから判断するに、鎌倉市の観光財源を検討する優先順位として、

①地方税に優位性があると考えます。 
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次に、地方税についてより明確にしていきます。 

地方税の中で観光財源となり得る主なものとして、「法定目的税」、「法定外普通税」、「法

定外目的税」の３つがあります。 

 

「法定目的税」の主流である入湯税は、既に鎌倉市では導入が決定しており、導入決定直

後の制度に対し、新たに税額を引き上げ超過課税とすることへの理解は得られないと考え

られます。 

続いて「法定外普通税」と「法定外目的税」を比較すると、「法定外普通税」は観光分野

といった特定の目的に使用する性質のものでは無いため、鎌倉市において重要と考えてい

る受益者負担になっておらず、また将来的に亘って観光振興で活用されていくことも不明

瞭となってしまいます。 

一方で「法定外目的税」は、安定性、

受益者負担、財源規模の想定という面

で優れており「地方税の中でも、法定

外目的税に優位性がある」と言えます。 

 また右図のとおり、総務省公表の資

料によりますと、法定外目的税の中で

も宿泊税の税収額が際立っており、以

上までの記述から判断し、まずは『宿

泊税の導入』を主軸とし、検討を進め

ることとします。 
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（２）宿泊税とは 

 宿泊税とは地方税の一種で、自治体が使途を決めることができる法定外目的税(地方税法

に基づき、特定の費用に充てるため地方団体が独自に条例で定めることができる税目で、宿

泊税や産業廃棄物税等があります。)であり、宿泊料金等に応じて課税されます。 

 一般的に、宿泊者に対して観光のための財源として地域の魅力を向上させることを使途

に掲げるとともに、地域の観光振興や市民生活と観光との調和等に充てる財源として活用

されるものです。 

 

 

下記の図は、宿泊税という制度のスキーム図です。市内の宿泊事業者には、本来の納税義

務者である宿泊客から宿泊税を預かり、自治体へ申告・納入する義務を負う立場として「特

別徴収義務者」という役割を担っていただくことが一般的です。 

また、この事務負担に対し、一般的には納入金額の２～３％程度を交付する「特別徴収交

付金」という制度も同時に導入されることが、一般的になってきています。 
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（３）宿泊税を導入する意義 

 当市において宿泊税を導入する意義は、大きくは以下に記載の点と考えます。 

 

 

 

 市が毎年実施する調査における市内の宿泊者数は、コロナ禍の時期を除けば、ここ 10 年

以上、30 万人を超える一定規模で推移しており、かつ近年では増加傾向にあります。 

宿泊税以外に観光財源となり得

るものついても継続して検討を行

いますが、現時点においては、宿

泊税を導入することの優先順位が

最も高いと判断します。 
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（４）市内宿泊事業者向けアンケートの結果 

 宿泊税等観光財源に関する検討にあたり、以下の概要にて「宿泊税導入の検討に向けたア

ンケート調査」を実施しました。 

実施期間 ・第１期間 

令和７年(2025 年)12 月 22 日～令和８年(2026 年)１月 14 日 

・第２期間 

令和８年(2026 年)３月２日～令和８年(2026 年)３月 15 日 

※後述する市内宿泊事業者向け勉強会の後に追加での調査を実施 

通知送付先 市内宿泊事業者 377 件 ※調査時点 

※神奈川県の公表する 

  『旅館業法に基づく許可施設一覧』及び 

  『住宅宿泊事業施設一覧』より  

 ①旅館業法許可施設数 

  215 施設 

  ・旅館・ホテル：48 施設 

  ・簡易宿所：167 施設 

 ②住宅宿泊事業施設(民泊) 

  162 施設 

主な設問 

項目 

・宿泊施設の年間総宿泊人数(延べ宿泊数)や宿泊料金について 

・宿泊税の導入や税額・税率ごとの影響について 

・宿泊税の使途について 

・宿泊税導入等の負担に対し、あればいいと感じる市の支援制度

について 

（全 22 問） 

回答率 約 12.2％（46 件 / 377 件） 

回答結果 巻末資料２「アンケート調査結果」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

（５）市内宿泊事業者向け勉強会の実施 

令和８年(2026年)２月10日に実施した第１回検討委員会の場において、「宿泊税を導入

した場合、特別徴収義務者を担っていただく市内の宿泊事業者との合意形成や情報提供の

重要性」に関するご意見を多くいただいたことを踏まえ、以下のとおり「宿泊税等の観光

財源に関する事業者向け勉強会」を実施しました。 

日時 令和８年(2026年)３月２日（月）13時～15時 

場所 鎌倉商工会議所(鎌倉市御成町17-29) ３階301会議室 

開催内容 □宿泊税等の観光財源について 

講師：株式会社JTB総合研究所 

フェロー 山下真輝氏(検討委員会副委員長) 

□鎌倉市の考える観光財源について 

説明者：鎌倉市観光課 

□住宅宿泊事業者等向け研修会 

説明者：鎌倉保健福祉事務所環境衛生課・鎌倉市地域共生課 

開催方法 会場又はオンライン会議 

参加人数 参加者：47名(会場12名、オンライン35名) 

質疑応答 巻末資料３「事業者向け勉強会 質疑応答集」のとおり 

 

（６）先行自治体の導入状況 

 以降に記述する鎌倉市における課税要件、補助制度、使途等の参考として、本報告書の作

成時点(令和８年(2026 年)４月下旬)で宿泊税を導入済みの自治体の制度概要を掲載します。 

 巻末資料４「先行自治体の導入状況一覧」を参照ください。 
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（７）宿泊税の主な課税要件の検討 

 宿泊税には、以下に記載の①～⑨の主な課税要件があり、鎌倉市におけるこれらの内容に

ついて検討を行いました。 

 

先行事例では、特別な事情が無い場合、「旅館業法の許可を受けたホテル・旅館・簡易宿

泊所」、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設」を、宿泊税の対象となる「宿

泊施設」と設定しています。 

①課税客体、②課税標準、③納税義務者の課税要件において、鎌倉市では特別に加味すべ

き事情があるという議論は無かったことから、先行事例を踏襲し、課税客体は「市内の宿泊

施設への宿泊行為」、課税標準は「宿泊施設への宿泊数」、納税義務者は「宿泊施設への宿泊

者」が適しているとします。 

 

検討項目 具体的な内容

①課税客体 　税金がかかる物や行為

②課税標準 　納税額を算出する際に必要な基本的な数値

③納税義務者 　租税を納める義務を課せられる者

④徴収方法
　「特別徴収：宿泊施設が宿泊者から宿泊税を徴収し納入」又

は「普通徴収：市が納税義務者から直接租税を徴収」

⑤申告期限
　条例に規定される日までに、徴収（納付）すべき租税の情報

を申告し、租税を納付するもの

⑥免税点
　一定の要件を満たさなければ課税しないとする制度

　※例：一定の宿泊料金の額未満は課税しない 等

⑦課税免除

　地方税法第６条の規定により、公益上その他の理由があると

きは、課税をしないことができる

　※例：一定の年齢未満は課税対象としない 等

⑧課税期間
　制度の施行状況や社会経済情勢の推移などを勘案して、一定

期間ごとに見直しを行う

⑨税額・税率
　税金の額

　一律定額制、段階的定額制、定率制が考えられる

検討項目 具体的な内容 鎌倉市における内容

①課税客体 　税金がかかる物や行為
鎌倉市に所在する宿泊

施設への宿泊行為

②課税標準 　納税額を算出する際に必要な基本的な数値 宿泊施設への宿泊数

③納税義務者 　租税を納める義務を課せられる者 宿泊施設への宿泊者
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 次に④徴収方法について、自治体が宿泊者から宿泊税を直接徴収することは、実務上困難

であり、全ての先行事例において、宿泊事業者等を特別徴収義務者とし、宿泊事業者等が宿

泊者から宿泊税を徴収し、自治体へ納入する「特別徴収」としていることも加味し、「特別

徴収」が適しているとします。 

 

 

⑤申告期限について、全ての先行事例において「毎月末日までに前月分を申告納入する方

式」を採用しており、鎌倉市においても同様の内容が適しているとします。 

また、特別徴収義務者の事務負担を軽減するための特例として、一定の要件※に該当し承

認を受けた場合には、年４回の申告納入としている事例もあり、当市においても特例の実施

を前提に検討します。 

 

【※先行事例における要件の例】 

・過去 12 か月の宿泊税の年税額が一定以下である 

・過少申告加算金等の決定を受けておらず、適正な申告が行われている 

・市税の徴収金を滞納していない 

・１年以上前から宿泊施設の経営を開始している 

・財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められる など 

 

⑥免税点とは、「一定の要件を満たさなければ課税しないとする制度」であり、具体的に

は「宿泊料金が 5,000 円未満の場合は、課税をしない」といったものです。 

この免税点について、事業者アンケートの回答では、「免除は事務負担がある」が 30％、

「どちらともいえない」が 48％を占めており、「免税点を設けるべき」という判断要素は希

薄でした。このため、宿泊事業者の事務負担の軽減の視点から、「免税点は設けない」が適

しているとします。 

 

検討項目 具体的な内容 鎌倉市における内容

④徴収方法

　「特別徴収：宿泊施設が宿泊者から宿泊税を徴収し納

入」又は「普通徴収：市が納税義務者から直接租税を徴

収」

特別徴収

検討項目 具体的な内容 鎌倉市における内容

⑤申告期限
　条例に規定される日までに、徴収（納付）すべき租税

の情報を申告し、租税を納付するもの

毎月末日までに前月の

初日から末日までの間

の分を申告納入 ※特

例有

検討項目 具体的な内容 鎌倉市における内容

⑥免税点
　一定の要件を満たさなければ課税しないとする制度。

　※例：一定の宿泊料金の額未満は課税しない 等
設けない
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 ⑦の課税免除とは、一定の年齢未満のお子様や、修学旅行生など、その方の属性に応じて

課税を免除するものです。 

事業者アンケートの結果では、お客様目線の考え方から、修学旅行生や 12 歳未満等は免

除とした方がいいのではというご意見も多くありましたが、後述の「(８）課税要件に関す

る意見交換会の実施において」で記載する意見交換会等の場において、市内の複数の事業者

から、現地での免除対象の証明書類の確認等の事務負担を懸念するご意見を頂いたことを

加味し、「課税免除は設けない」が適しているとします。 

ただし、災害避難者等、特別に配慮すべき宿泊者に対しては免除とする方向性とします。 

 

 

⑧課税期間は、宿泊税の制度内容や税に関する条例や制度の見直しを行う期間を定める

ものです。なお、自治税務局長の通知に基づき、全ての先行事例において、条例施行後も制

度内容の見直しを行うこととしています。 

 社会情勢など観光を取り巻く急速な環境の変化に対応するため、宿泊税の導入後も税額

等の見直しを行っている自治体もあり、主流となっている「施行後３年、その後は５年ごと

に見直す」が適しているとします。 

 
 

 ⑨税額・税率は、税金の額を求めるものであり、一律定額制、段階的定額制、定率制の３

つが考えられます。 

事業者アンケートの結果では、右図のと

おり、税額・税率については、一律又は段

階的定額制を望む声が多く寄せられてい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

検討項目 具体的な内容 鎌倉市における内容

⑦課税免除

　地方税法第６条の規定により、公益上その他の理由が

あるときは、課税をしないことができる

　※例：一定の年齢未満は課税対象としない 等

設けない

検討項目 具体的な内容 鎌倉市における内容

⑧課税期間
　制度の施行状況や社会経済情勢の推移などを勘案して、一定

期間ごとに見直しを行う

施行後３年、その後は

５年ごとに見直す
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次に税額・税率について、1,000 円を超えた

時点から、回答者の過半数が「宿泊者数の減

少などの影響が大きい」と感じていることが

わかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからは、事業者アンケート 46 件の回答に、別途市で過去に実施した調査における 25

件の結果を加え、市内の合計 71 宿泊施設分の回答から基礎データを算出した上で、税収を

試算した内容を交えながら、各税額・税率について詳しく記載します。 

【一律定額制】 

一律定額制とは、１人１泊 300 円のように、宿泊料金にかかわらず一定額により税額を

算出するものです。 

下表は、課税額の範囲を 300 円～1,000 円とし、税収を試算した結果です。 

 

 一律定額制は、課税額が一律であるため、食事代やサービス料等を除いた細かな宿泊料金

※の算出が不要なことから、税額の算定が容易というメリットがある一方、負担額が一定の

ため、観光客(受益者)の応分負担の面で劣るという点や、物価変動に対応できないというデ

メリットがあります。 

※宿泊税における「宿泊料金」とは、宿泊の対価として支払うべき金額のことで、宿泊に付随して提供さ

れる食事、宴会等の料金が宿泊料金に含まれている場合は、食事料金等に相当する金額を控除した金額と

されています。宿泊料金には、宿泊者の意思にかかわらず請求される清掃代、寝具使用料、入浴代、寝衣代

その他これらに係るサービス料、奉仕料等が含まれます。 
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【段階的定額制】 

 段階的定額制とは、宿泊料金 20,000 円以上の場合は１人１泊で宿泊税が 500 円、宿泊料

金 20,000 円未満の場合では１人１泊の宿泊税が 300 円といったように、宿泊料金に応じて、

段階的に宿泊税の金額を算出するものです。 

 下表は、宿泊料金が２万円未満の場合の課税額を 200 円から 500 円、 宿泊料金が２万円

以上の場合の課税額を 500 円または 1,000 円と設定した場合の、税収の試算結果です。 

 

 段階的定額制は、宿泊料金に大幅なインフレが生じた場合、税収は一定程度増加するため、

経済状況に一定程度適応できるという点や、一定額以上の宿泊料金に合わせて、税額が増加

するため、高額な価格帯の料金の宿泊者に相応の負担を求められるというメリットがある

一方、一律定額制よりは事務の負担があり、また定率制よりは応分負担では劣るというデメ

リットがあります。 

 

【定率制】 

 定率制とは、１泊の宿泊料金に対し、例えば３％のように、一定の率を乗じて宿泊税の金

額を算出するものです。 

 下表は、宿泊施設 71 件分の宿泊料金及び年間の宿泊者数から「年額の総宿泊料金」を算

出し、それぞれ３～５％の税率をかけ、税収を試算した結果です。 

 

定率制は、宿泊料金に対応し、公平な税額設定(負担)となるという点や、宿泊料金に大幅

なインフレが生じた場合、税収は大きく増加するため、経済状況に適応できるというメリッ

トがある一方、課税額が一律でないため、宿泊料金を算出した上で、個別の課税額の算出が

必要であることから、事務負担が大きいというデメリットがあります。 

 

 事業者アンケートの結果、検討委員会でのご意見、意見交換会等の場等で頂いたご意見な

どを踏まえ「宿泊事業者の事務負担の軽減やわかりやすい制度設計に努めたい」との考えか

ら「１人１泊 300 円の一律定額制」が適しているとします。 
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 ①～⑨以外の課税要件として、罰則規定があります。 

 宿泊税は法定外目的税であるため、地方税法等に対する罰則が適用されます。実例として

は、特別徴収義務者の申告がなされない場合に、市が税務調査をして税額を決定します。そ

の調査を拒否した場合には、１年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処される規定が適

用となります。 

この地方税法等の規定を踏まえ「帳簿の記載義務違反等に該当する場合１年以下の拘禁

刑又は 50 万円以下の罰金」を条例や規則に盛り込むこととします。 

 

（８）宿泊税の導入に伴い実施する補助制度 

 宿泊税の導入に際し、特別徴収義務者である宿泊事業者に対する補助制度である「宿泊税

の導入に伴うシステム改修への補助」と「徴収事務の負担に対する交付金」は、近年宿泊税

を導入した自治体では必ずセットで実施されていることから、鎌倉市においても、実施を前

提とします。 

宿泊税の導入に伴うシステム改修への補助とは、宿泊税の導入に伴うレジやホテル管理

システムの改修費用に対し、補助金を交付するものです。 

徴収事務の負担に対する交付金とは、徴収業務を市に代わって担う宿泊事業者に対し、税

収の数%（全国的には２～３％が一般的）を事務経費として交付するものです。 

 この両補助制度の補助率や交付率については、今後市で実施予定のパブリックコメント

(市民意見公募)において、市民のご意見を頂戴しながら確定していくことが望ましいと考え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

（９）鎌倉市における宿泊税の使途(使い道)の検討 

 鎌倉市での宿泊税における「税収の使途(総務省協議で明記するその自治体における使途

の理念)」については、検討委員会の場において「日帰り観光客も原因となっているオーバ

ーツーリズム対策にのみ宿泊税を活用するのは、構造として誤っている」や「今後の重要な

方針となる宿泊税の税収の使途には滞在促進や宿泊支援にドライブをかけるといった趣旨

を明確に記載した方がいい」というご助言を頂いたこともあり、以下の内容をパブリックコ

メント(市民意見公募)で示し、ご意見を頂くこととします。 

 

 

また、鎌倉市に適した宿泊税の使途を考えるにあたり、将来に亘って市民や事業者、宿泊

者等の観光客に求められる適切な使途が定められるよう『使途の評価軸』を設定することが、

必要とのご助言も委員から頂戴しました。 

この評価軸として、「第４期鎌倉市観光基本計画」内の基本理念、目標、施策分野に沿っ

た使途であるか否かを、使途の評価軸とすることが望ましいと考えます。 
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 次に、鎌倉市に適した具体的な使途の内容を検討するにあたり、既に宿泊税の徴収を開始

し、使途の運用が始まっている自治体の情報を収集しました。 

 その先行事例における使途を「第４期鎌倉市観光基本計画」内の目標ごとに分類し、記載

します。 

【「目標Ⅰ 観光がもたらす豊かさの実感」にかかる使途の先行事例】 

 

当該目標に関連する使途は、上記のとおり、観光客のマナー啓発や市民への還元等の観光

と市民生活の両立支援に活用されていることが見て取れます。 

【「目標Ⅱ 誰もが安全・快適に過ごせる受入環境の整備」にかかる使途の先行事例】 
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当該目標に関連する使途は、上記のとおり、宿泊事業者向け支援、デイタイム以外も含め

た魅力の向上・PR 活動、観光施設の整備に活用されていることが見て取れます。 

【「目標Ⅲ 人材育成・連携体制づくり」にかかる使途の先行事例】 

 

当該目標に関連する使途は、上記のとおり、合同就職説明会等の観光分野に関する雇用促

進や観光サポーターを増やす取組等に活用されていることが見て取れます。 

【「目標Ⅳ 多様な資源を活用した観光コンテンツ整備・充実」にかかる使途の先行事例】 

 

当該目標に関連する使途は、上記のとおり、国内外に向けた観光資源の発信やモデルコー

スの紹介等の新しい観光コンテンツの醸成に活用されていることが見て取れます。 
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 先行事例の使途の概要を把握したうえで、より鎌倉市に適した具体的な使途(案)を、以下

のとおりに記載します。 

 

※先行事例を参考に作成した使途のイメージであり、実施を保証するものではありません。 

使途名 内容 観光基本計画との適応 概算額及び根拠

民泊事業の把握の強

化、課税逃れの事業者

の監視

特別徴収義務者の届出のない

宿泊事業者や申請を行ってい

ない民泊事業者に対する対応

を実施

Ⅰ 観光がもたらす豊かさ

の実感

【年約1,500万円】

750万円×２名

観光客のマナー啓発媒

体の作成、周知

多言語の観光マナー啓発媒体

を作成し、観光客全体のマ

ナー向上に取り組む

Ⅰ 観光がもたらす豊かさ

の実感

【年約500万円】

看板、中吊り広告、チラシ、

ポスター等を想定

朝夜観光・泊まる観

光・滞在型の推進

朝夜のイベントの実施

例：①ナイトウォークイベン

ト

③宿泊者の朝座禅　等

Ⅱ 誰もが安全・快適に

過ごせる受入環境の整備

Ⅳ 多様な資源を活用した

観光コンテンツ整備・充実

【年約1,000万】

ライトアップを伴うナイト

ウォークイベント300万

宿泊税周知ポスター、

チラシ

宿泊税導入に関する観光客向

けの事前周知媒体の作成及び

周知

Ⅱ 誰もが安全・快適に

過ごせる受入環境の整備

【年約300万円】

周知チラシ、ポスター、フロ

ント等に設置する小型ののぼ

り旗等を想定

宿泊客向けタクシーチ

ケットの配布

夜間帯などで、大船等の飲食

街から宿泊施設へのタクシー

を用いた移動に関する補助を

実施

Ⅱ 誰もが安全・快適に

過ごせる受入環境の整備

【年約5,000万】

500円×100,000団体

＝5,000万

宿泊事業者向けデジタ

ルシフト補助

宿泊事業者の省力化やDX化

に資する事業へ補助を行う

Ⅱ 誰もが安全・快適に

過ごせる受入環境の整備

【年約1,000万円】

年100万円（上限）×10施設

旅行者受入対応力強化

支援事業補助

人材の確保に関する事業、人

材の定着・育成に関する事業

への補助

Ⅲ 人材育成・連携体制

づくり

【年約500万円】

年10万円（上限）×50施設

鎌倉の歴史を伝えるス

タッフの育成・強化

市内のガイド団体と連携した

講演や講師派遣の実施

Ⅲ 人材育成・連携体制

づくり

【年約100万円】

講演１回５万×４回＝20万

都度派遣１万×80施設=80万

市内の宿泊施設を網羅

的に紹介するプラット

フォームの整備

プラットフォームを整備し、

観光案内所等で閲覧できるよ

うに整備、運用

Ⅳ 多様な資源を活用した

観光コンテンツ整備・充実

【年約1,400万】

３施設に導入と仮定

操作可能なサイネージ３台

400万×３＝1,200万

システム構築費200万

宿泊施設を特集した冊

子を発行、配布

市内の宿泊施設を特集した冊

子を発行し、市への観光資料

請求の際に同封

Ⅳ 多様な資源を活用した

観光コンテンツ整備・充実

【年約500万】

年10,000部発行を想定

作製：デザイン会社への発注

1,000部納品で100万

印刷：1部増刷につき300円

300円×9,000部＝270万

宿泊を伴う滞在型観光

PR動画の作成

宿泊を伴う滞在型観光PR動

画の作成し、市の施設などで

常時放映

Ⅳ 多様な資源を活用した

観光コンテンツ整備・充実

【年約200万】

75インチ程度の大型モニター

の購入30万×３台=90万

動画の企画、撮影、

制作100万
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 前頁の使途の案はあくまで現時点における一例であり、第３回検討委員会では「市内を大

きなキャリーケース等を引きながら不便そうに歩いている観光客を多数見かけるし、その

荷物が市民等の歩行の妨げになっているシーンも目にする。そういった意味でも、例えば多

くの方が中継的に立ち寄る鎌倉駅で荷物を預けて、各宿泊施設までその日のうちの送り届

けるサービスを、宿泊税を活用して実施してはどうか」と言ったご意見や「社寺との連携し

た取り組み」、「宿泊施設の防災対策のための活用」等のアイデアを頂戴しています。 

また「第４期鎌倉市観光基本計画」内の基本理念、目標等の実現に沿った使途であること

や、将来に亘って市民や事業者、宿泊者等の観光客に求められる適切な使途であることを継

続的に評価する仕組みについても引き続き検討してまいります。 

 

（10）課税要件や補助制度に関する意見交換会でのご意見 

令和８年(2026 年)３月 31 日に実施した第２回検討委員会の場において、「鎌倉旅館組合

に協力を仰ぎながら、個別の事業者の疑問や不安に対し回答するとともに、税額・税率や課

税要件、使途等についてヒアリングをする場を設けるべき」というご意見をいただいたこと

を踏まえ、以下のとおり意見交換会等を実施しました。 

実施期間 令和８年(2026 年)４月 13 日～同年４月 17 日 

実施場所 市の会議室や意見交換先の事業者様の事務所等 

実施事業者数 市内の７宿泊事業者 

いただいたご意見(以下に記載のとおり) 

本報告書記載の（７）宿泊税の主な課税要件の検討、（８）宿泊税の導入に伴い実

施する補助制度、（９）鎌倉市における宿泊税の使途(使い道)の検討について、を中

心に以下のご意見を頂きました。 

□①課税客体、②課税標準、③納税義務者、④徴収方法、⑤申告期限について 

 先行事例で差別化されていないこともあり、特段ご意見はありませんでした。 

 

□免税点について 

 当施設は簡易宿所で、なるべく低廉な価格で提供している。宿泊額が一定額未満

を免除とできないかというご意見を頂戴しました。 

⇒しかしながら、宿泊税を活用した観光振興は、仕組み上全ての宿泊事業者が享受

できるものが多いため、公平のためにも免税点は設けないが適していると判断しま

した。 

 

□⑦課税免除について 

 お客様目線で言えば、課税免除としたい属性の方はいるが、民泊などフロントの

無い宿泊事業者等も多数おり、現地での免除対象の証明書類の確認が困難なケース

等を想像した際に、設けない方がいいのではないかと感じる。 
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□⑧課税期間について 

 各課税要件等に関するこれまでの検討の経過や市の考え方は理解したが、実際に

徴収に関わる事務をしてみないとイメージが湧かない部分が多い。 

 

□⑨税率・税額について 

 定率制や段階的定額制は、宿泊料金に応じて課税額が変わるという面では公平性

があると思うが、かなりの事務負担があると感じる。また、複雑な段階的定額制や

定率制だと現場で計算ミスが増えることが懸念され、さらには申告漏れや徴収漏れ

等のリスクも感じる。 

 

□「宿泊税の導入に伴うシステム改修への補助」及び「徴収事務の負担に対する交

付金」について 

・交付金率（2～3%）が現場の実コストに見合わない、導入初期のみ高め還元にす

る自治体の事例があるため、同様の配慮を検討いただきたい。 

・補助制度の具体的な金額や支給内容を、宿泊税の徴収に関する条例が制定される

前までに明示していただきたい。 

 

□宿泊税の使途等について 

・宿泊税を導入した際の中長期の青写真を明確に示し、財源規模とその分配（住民・

事業者・観光客への還元）のイメージを共有してほしい。 

・宿泊税を、市民生活と観光の調和にもしっかりと活用してほしい。体育館や公共

の施設の整備といった住民サービスへの還元や、鎌倉の自然を守る活動にも活用し

てほしい。また、日帰り客への負担の方法（拝観、飲食、公共交通の利用、自動車

の入域、駐車場等）等も幅広に中長期的に検討してほしい。 

・宿泊税で得た財源が、本当に「滞在型観光への転換」に効果的に使われるのか疑

問です。具体的な施策（宿泊者向けクーポン、宿泊誘導イベント、朝夜観光、連泊

促進インセンティブ等）の提示と、確実な実行をお願いします。 

・宿泊税を何にいくら使うのかが不明瞭だと、宿泊事業者も納得しにくいため、将

来に亘って「使途の見える化」を図っていただきたい。 

・制度の導入前に使途を明確にしてください。また、「鎌倉が面白いことをしてい

る」と思ってもらえるような日帰り観光客への費用負担についても継続して検討し

てください。 

・宿泊税が導入された後も、引き続き宿泊者数や料金構成(宿泊料金の分布等)のデ

ータを集めて、制度に反映されるようにしてください。 

・制度の導入前に、しっかり期間をとって、個別の説明会等の場で継続的に対話を

実施してほしい。 
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（11）検討委員会における委員からの主なご意見 

各検討委員会の場において、委員からは主に以下のご意見を頂きました。 

いただいたご意見(以下に記載のとおり) 

【第１回検討委員会】 

□導入について 

・宿泊施設からすると、おそらく本当に分からないことの方が多いので、抵抗感の

方が強いのではないかと思います。そのため、宿泊事業者に対しての丁寧な説明が

必要かと思います。 

・経済波及効果もやはり宿泊客の方が大きいです。旅館、ホテル等に入ったお金が

また地域に回っていくわけですから、当然地域循環というか、経済循環が生まれま

す。 

・現時点で導入に向けて検討されている自治体がかなりありますし、将来的なこと

を考えて安定的な税収入を得るためとなると、宿泊事業者にも協力していただかざ

るを得ない社会状況かと思います。ただし、要は宿泊に関わるところから税を取る

ということになるため、市内の宿泊者をどんどん増やしていかないと安定的な税収

には結びつかないので、その点を丁寧に宿泊事業者にご説明いただきながら導入を

進めていただきたいです。 

 

□宿泊者へ費用負担を求めることについて 

・鎌倉市が宿泊税を取ると、横浜市や江ノ島にお客さんが流れていくのではないか

という意見もよく聞きます。やはりこれだけ日帰り客の方が多いということで、宿

泊税を切り口としながらも、今後は日帰りの方からも何らかの形で徴収を考えてい

ただきたいと思います。 

 

□使途について 

・宿泊事業者が特別徴収義務者として徴収していただいた宿泊税を、オーバーツー

リズム対策だけに充てるというのは違うのではないかという話に必ずなります。そ

のように捉えられないよう、将来的にも使途の検討を進める必要があります。 

 

□基金化について 

・福岡市は上振れた分だけを基金にしています。だから、毎年の当初予算を組むと

きに宿泊税を含む観光予算があって、そこに基金の取り崩し額を毎年数千万円入れ

て、結果として上振れ分を基金に積み足すことで、余った分もしっかりと観光に資

する施策に利用できるようになるので、資金の流れも分かりやすいです。 
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□徴収全般について 

・福岡市では宿泊税を使って民泊パトロールをしっかりやっており、罰則も規定し

ています。日々の通報や、違法営業等情報提供なども受け付けています。通常のパ

トロールも含めてそこにも予算をかけるといった対応も必要です。 

・熱海市は税収を DMO(観光地域づくり法人)に入れているようです。DMO がし

っかりとデータを分析したり戦略を作ったりする役割を担うのが重要なのですが、 

鎌倉市の場合は、現時点でそういった DMO の存在がないと聞いています。観光協

会はありますが、やはり組織の問題は結構重要な点で、宿泊税収は行政に入ります

が、行政が全部使うという話にはおそらくならず、観光協会に活用のためにお渡し

したり、DMO にお渡ししたりっていうことが事例としてあるので、その点につい

てもこれから非常に重要な議論になると思います。 

 

【第２回検討委員会】 

□課税要件に関する事業者ヒアリングについて 

・鎌倉旅館組合に特化して、個別の質問に回答するような丁寧な場を設けるべきで

す。事務局案の「300 円の一律定額制」や、その他の課税要件についてもしっかり

説明するとともに、低価格の宿ほど負担率が高くなる問題を整理し、納得感を得る

必要があります。 

 

□入湯税との棲み分けについて 

鎌倉市では、現時点で入湯税の課税対象が２施設のみとは聞いていますが、湯河原

の場合では混乱が生じていたので、入湯税と宿泊税の課税免除の規定を合わせるか

どうかは検討していただきたい。 

 

□使途について 

・宿泊税の使途又は目的ですが、記載事項が多岐にわたっていますが「滞在促進や

宿泊支援にドライブをかける」という内容を明確に追記した方がいいと思います。 

・福岡市の事例を補足しますが、地元住民向けのアクションとして、住民がメリッ

トを実感できる施策があります。観光客が楽しめるサービスと、住民への対応を福

岡市では行っています。使途については「鎌倉の観光の質を変えていく」という想

いを入れた方が良いと思います。 

・税収が潤沢にあれば。ＤＸ化に対する補助金等を出しているところもあります。

経営の質の向上につながる補助であれば、継続もあり得ると思います。 

・鎌倉駅前で見ても、昼と夜で顔が全然違いますよね。ホテルライフを楽しんでい

ただくこともあるが、「泊まるからこそ鎌倉っていいよね」というアプローチがあ

ると、ホテルとしてもプロモーションがしやすいです。例えば、神社仏閣と宿泊施
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設が連携できる仕組みや特別拝観などもあると思います。 

・宿泊者に対するクーポンの提供なども施策としては検討いただきたい。宿泊者を

ターゲットにするナイトウォーク等の夜のイベントを強調していただいた方が良

いと思います。またＤＸ化や生産性向上等は、商工会議所でも県の補助金で支援し

ていますので、重なるような施策は避けていただき、宿泊客に特化した対応の方が、

理解度が広がるのではないでしょうか。 

 

□組織について 

・ビジョン、組織、財源が三位一体であることが重要です。そうなると、ビジョン

は市の観光基本計画、組織は観光協会や市、財源は宿泊税です。組織については、

行政ではスピード感をもってできない事業をＤＭＯ (観光地域づくり法人)に渡し

て、責任を持って使っていく仕組みができると良いです。過去にもＤＭＯの議論を

されたと聞きましたが、宿泊税を使うのであればその議論も再度していくべきでし

ょう。いつからＤＭＯを設立するかは市の政策判断にもなると思いますが、どこか

に責任を持って宿泊税を使ってもらうかは並行して考えていくべきです。 

 

【第３回検討委員会】 

□課税要件について 

・あくまでもこの制度の対象は、宿泊客だと考えます。簡易宿泊所でも仕事でくる

方もいれば、観光客もいます。そこでビジネスのお客様からは宿泊税を取らないと

いうことですと、やはり公平性に欠けると思います。私の意見としてはやはり全て

の人の宿泊に対して、課税免除は設けずに対象とした方がいいのではないかと思い

ます。 

・コロナ禍の時期に、接種証明書の確認等に結構手間がかかった記憶があります。

そこからすると、課税免除は証明書や学生証の提示等、確認作業に手間に感じてし

まいます。 

・やはり最初の３年まずやって、その後５年の見直しが一般的ですが、福岡でもや

はり３年ごとに見直した方がいいんじゃないかって議論はあります。どんどん社会

状況も変わっていきますし、様々な課題も出てきますし、施策のあり方を見直した

方がいいという点では、５年はちょっと長いと感じてしまいます。 

→見直し期間について、パブリックコメントで、ご意見を確認していきたいと思い

ます。 

・300 円の一律定額制でいきたいという、ここまでの経過を踏まえた事務局の意向

は承知しています。ですが、一律定額制は事務負担が軽いという点では確かに優位

ですが、他よりは公平な制度ではないです。例えば定率制だったら 7000 円の宿の

場合は 210 円で、2 万円の宿からは 600 円と、公平に課税できます。段階的定額制
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に関しても、資料では 500 円や 1000 円とあり、これはミスリードですごく高く見

えますが、2 万以下は 200 円、2 万円以上は 500 円とすると印象が変わってきま

す。そういった各税額・税率のメリットをしっかり提供した上で、パブコメ等の今

後の検討を進めていただきたいと思います 

・よく利用者アンケートとして、そこに来ている人にどれぐらいの税額まで許容し

ますかというアンケートは、全国でも取られています。それを見ると、500 円とか

1000 円ぐらいまでいいですって声は多いです。地域のためになるならば、宿泊税

が導入されたから、そこの場所に行くことをやめますか、という問いについても、

ほとんどの人がそれはやめませんという回答です。あちこちのアンケートでもそう

いった結果が出ています。先行導入されたエリアでも、宿泊客が減ったという事実

もないです。宿泊者の目線でいくと、今議論している範囲は、許容内と言えるのか

なと思います 

・罰則規定ですが、これは地方税法等に対する罰則が適用とのことですので、特段

ご意見が無ければ事務局案としたいと思います。 

 

□補助制度について 

・補助制度ですが、システム改修補助と交付金について前回の会議資料では初年度

に 1 億程度を使うという試算であったと思いますが、初期の補助についてはやむを

得ないと思うため、先行事例と遜色ないように実施していただきたいとは思いま

す。 

・福岡の事例ですが、他言語で外国人向けの AI サポート等の DX 化に関する補助

金や宿泊施設の改装に関する補助等をしています。宿泊施設が頑張りたくなるよう

な支援をしていただき、それがまた税収増になるという循環を作っていただきたい

です。 

 

□税収の使途について 

・特にご意見が無いため、変更後案の内容と致します。宿泊税は普通税では無いの

で、しっかりここまで議論を踏まえた目的が記載されていると思います。 

 

□使途の案について 

・ドローンを飛ばす等は一過性の懸念があります。閑散期対策、平日対策、日曜日

の夜の宿泊支援が効果的と思っており、週末のイベント等にはあまり使わない方が

いいと感じます。 

・宿泊している方々の満足度を測るという目的でもいいので、どういうところに泊

まってらっしゃって、どんな体験をされているのかといった情報を取っていくこと

も必要と感じました。 



37 

 

・最近の観光客の方が大きなスーツケースを持って市内を歩いていることが非常

に多いと感じています。なので、そういった方の荷物を宿泊施設に届けてあげるサ

ービスであったり、観光協会で預かっている荷物を観光協会の収入が減らないよう

な仕組みを作りながら、直接宿に送ってあげるサービスを検討してみたらどうかな

と思います。また、お土産を買ってもらったところで、そのお土産をホテルまで届

けてもらえば、手ぶらで観光ができます。 

・鎌倉という土地柄、例えばお寺とか神社の方々にも協力していただいて、何か宿

泊に繋がる事業があってもいいのかと思います。 

・二次交通も重要です。専用のバスを走らせるとかっていうのは、運転手不足の話

があります。タクシーを増やすこと自体もなかなか難しいと聞いており、うまく既

存の二次交通を活用できるいいと感じました。 

・津波関連の警報等が出たりすると、お客様からの問い合わせもすごいです。それ

で宿泊がキャンセルになることもありますし、海が近くにあるっていうことが、も

ちろん大きなメリットではありますが、時にデメリットになることもあって、そこ

の対策が市内の宿泊事業者もできているんですっていうのが大々的に謳えたらす

ごくプラスになります。 

・引き続き宿泊事業者の理解を得るためにも、有効で魅力的な使途の検討、基金化、

例えば大宰府の駐車場への課税のように宿泊税以外の受益者負担についても、継続

してしっかり検討していってほしいと思います。 

 

【第４回検討委員会】 

実施後に会議録をまとめ、抜粋して記載 
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５ 宿泊税の運用等について 

 以下に記載の事項については、宿泊税導入の今後の段階においても、継続的な検討が必要

であることが委員より示唆されており、引き続き懸案事項とします。 

（１）観光振興としての使途の明確化と日帰り観光客への応分負担の研究 

 市内の宿泊事業者及び市内の宿泊者に対し、しっかり理解を得ていくためにも、本報告書

で取りまとめた「税収の使途」に表現したように「鎌倉市の観光資源の魅力維持・向上を図

るとともに、宿泊を伴う滞在型観光の促進、観光と市民生活の調和及び持続的な観光振興の

ため」に宿泊税を活用していくとともに、オーバーツーリズム対策にのみ活用していくとい

う誤解を生まないように説明を行っていきます。 

 また、令和６年(2024 年)の数値において、鎌倉市の宿泊者数は、実観光客(7,954,451 人)

と比較しても、約 6.3 ％程度に留まります。検討委員会の中で多々議論があったよう、拝

観料、飲食、物品の購入、公共交通の利用、入域、大宰府で行われている駐車場への課税等、

幅広い範囲で日帰り観光客に対する受益者負担を求める仕組みを、引き続き市で検討しま

す。 

 

（２）基金化について 

地方財政は「予算単年度主義」が原則である一方で、継続的な取り組みが求められること

が多い観光振興事業や観光と市民生活の調和に向けた事業の特性に鑑み、他市でも多く採

用されている宿泊税の歳入に関し「基金条例」を制定することを、引き続き検討します。 

 

（３）自律的なガバナンス体制の構築について 

福岡県や熱海市、倶知安町等において、宿泊税による観光財源をＤＭＯ (観光地域づく

り法人※) 組織に充当し、観光における多様な分野を巻き込みながら、スピード感を持った

事業展開に取り組んでいる事例が存在します。 

現時点で、鎌倉市にはＤＭＯ組織は存在しませんが、委員からのご意見もあったように、

様々な宿泊税の使途の決定にあたって、そのプロセスに関する情報を公開し、透明性・客観

性を保つ必要があることから、観光地域づくりの司令塔役として、体制構築についても引き

続き検討します。 

※地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立った

観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地

域づくりを実現するための戦略を策定し、着実に遂行する機能を備えた法人  

 

（４）市を訪れる宿泊客に対する事前の周知、負担軽減について 

鎌倉市を訪れる宿泊客に対して宿泊税の目的や税制度、使途などの内容について事前の

周知を図るため、宿泊施設はもちろんのこと、それ以外の場所での掲示(行政施設や駅、観
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光案内所等)による丁寧な周知を行うとともに、市のホームページや SNS ツール、各種旅行

サイト等でも情報発信に努め、国内、国外からの宿泊者にも可能な限り事前の周知を検討し、

実施します。 

また、各種 OTA(インターネット上だけで取引を行う旅行会社のことであり、Online 

Travel Agent の頭文字の略)の情報収集に努め、特別徴収義務者となる宿泊事業者にとって

容易な支払い方法を検討します。 

 

（５）特別徴収義務者となる宿泊事業者への丁寧な説明等について 

宿泊税導入にあたり、宿泊税を代理で徴収いただく宿泊事業者(特別徴収義務者)と、納税

者となる市内の宿泊者に対し、引き続きご理解をいただけるよう、必要に応じ意見交換や説

明の場を設けるとともに、将来に亘る使途の透明性の確保に取り組みます。 

また同時に、今後も多くの自治体で導入されていく宿泊税について、タイムリーな情報収

集に努めるとともに、宿泊税導入に関する宿泊事業者の事務的負担及び経費負担が少しで

も軽減されるように検討していきます。 

 また令和８年(2026年)10月から鎌倉市で宿泊税より先駆けて課税が開始される予定の入

湯税もあるため、宿泊事業者が宿泊税と混同しないようわかりやすい説明を心掛けます。 

 

（６）将来的な段階的定額制または定率制導入の検討 

本報告書における税率・税額は、宿泊事業者の負担軽減や OTA 等が宿泊税に対応しきれ

ていないという状況から判断し、鎌倉市では「１人１泊 300 円の一律定額制」が適してい

るとしますが、東京都が令和９年度内に定率制へ移行する意向を示していること、また全国

でも新たに定率制を前提として総務省との協議が完了した自治体の事例が複数あること等

に鑑み、また将来的により公平・公正な税負担を担保する観点からも、定率性や段階的定額

制についても検討します。 

 

（７）神奈川県の今後の導入について 

先行事例では、県と県内の自治体が同時期に宿泊税を検討し、導入を行った際、双方の課

税要件の整理や宿泊事業者への説明が煩雑になってしまったという課題を聞き取っていま

す。現時点で神奈川県が短期間で宿泊税を導入するという方針は確認できていませんが、今

後宿泊税導入の確度が高くなるような場合には、鎌倉市内の宿泊者や宿泊事業者にとって

不利益、不透明な制度にならないよう、十分な配慮をした制度設計となるよう県に対して求

めてまいります。 
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６ 検討の経過及びスケジュールについて 

本報告書に関するこれまでの経過と、今後の鎌倉市での宿泊税に関するスケジュール案

を以下のとおり記載します。 

実施期間等 概要 

令和７年(2025 年)12 月 22 日～

令和８年(2026 年)１月 14 日 

市内宿泊事業者向けアンケートの実施 

※令和８年(2026 年)３月２日～同月 15 日で第２期

間の調査も実施。 

令和８年(2026 年)２月 10 日 第１回検討委員会の実施 

令和８年(2026 年)３月２日 市内宿泊事業者向け勉強会の開催 

令和８年(2026 年)３月 31 日 第２回検討委員会の実施 

令和８年(2026 年)４月 13 日～

同年４月 17 日 

市内の７宿泊事業者との個別の意見交換の実施 

令和８年(2026 年)４月 20 日 第３回検討委員会の実施 

令和８年(2026 年)５月 11 日 第４回検討委員会の実施 

令和８年(2026 年) 

６月～７月(１ヶ月間)を予定 

宿泊税条例(案)に関する市民意見公募(パブリック

コメント)の実施 

令和８年(2026 年)９月を予定 宿泊税条例(案)を鎌倉市議会に上程 

令和８年(2026 年)10 月から 

３か月間を予定 

宿泊税導入に関する総務省との協議 

令和９年(2027)１月以降を予定 宿泊事業者へ向けた制度説明会(複数回)  

令和９年 10 月を予定 鎌倉市における宿泊税の課税開始 
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７ おわりに 

（１）委員長による総括 

「古都・鎌倉」は、その歴史と自然により日本を代表する観光都市として発展してきまし

た。しかし、観光による恩恵の一方で、市民生活への負荷やインフラの維持・管理コストの

増大が、市の持続可能性を揺るがす大きな課題となっています。 

今回検討委員会では、将来にわたり「住み続けたい、また訪れたいまち、鎌倉」を維持す

るための新たな観光財源のあり方について、議論を重ねて参りました 。  

鎌倉市が直面する現実は極めて厳しく、将来的な生産年齢人口の減少は、安定的な税収確

保を困難にします。特に、観光客(延べ観光客数)の約 97％が日帰り客であり、観光客数の

増減が市の税収に直接反映されない「受益と負担の乖離」は、早急に解決すべき課題です。 

今回、「宿泊税」の導入を主軸に据えた理由は、財源としての安定性と受益者負担の原則

の明確さにあります。宿泊客が観光インフラを享受するプロセスにおいて、その財源を観光

の「質」の向上に還元する仕組みは、世界の主要観光都市の標準となりつつあります。 

今回の検討において、具体的な税制案として「1 人 1 泊 300 円の一律定額制」を提言した

のは、宿泊事業者の事務負担を最小限に抑えるためです。また、免税点や課税免除を設けな

い方針も、現場の煩雑さを避け、全ての宿泊者が公平に「鎌倉を支えるサポーター」となっ

ていただくためのシンプルな設計を目指した結果です。 

一方で、宿泊税の導入がゴールではなく、将来的には、駐車場に対する課税や入域に関す

る負担など、より広範な受益者負担の仕組みを研究し続けるための確かな第一歩であると

位置付けています。  

宿泊税によって確保された財源は、「第 4 期鎌倉市観光基本計画」の理念を具現化するた

め、単なる混雑対策に充てるのではなく、朝夜観光の促進・創出や手ぶら観光の推進など宿

泊者限定の付加価値の提供といった、日帰り客を「宿泊客」へと転換するための戦略的投資

に重点を置くべきです。これにより、平穏な市民生活と観光消費拡大を両立させる「責任あ

る観光」の実現が期待されます。 

また、運用の透明性を高めるため「基金化」や「自律的なガバナンス体制（DMO 等）」

の構築を継続的な懸案事項とし、届出を行っていない住宅宿泊事業者や適切な営業を行っ

ていない事業者等への取り締まりも含め、関係者が納得できる運用を強く求めます。 

市内の宿泊事業者の皆様には多大なご理解と協力をいただくことになりますが、実施主

体である鎌倉市においても、適宜制度の説明会の開催やシステム改修等への補助を通じ、全

力でバックアップするようお願い申し上げます。 

鎌倉の観光は今、量的拡大から質的向上への大きな転換期にあります。本報告書が、鎌倉

の誇るべき財産を次世代へと引き継ぐための強固な礎となることを切に願い、総括といた

します。 

鎌倉市宿泊税等観光財源に関する検討委員会 委員長 梅川智也 
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（２）鎌倉旅館組合及び市内宿泊事業者が推薦する委員より 

今回検討委員会に委員として参加させていただき、宿泊税等の観光財源に関する国内の

動向や、その活用事例等について把握することができました。また「宿泊税」という観光分

野にのみ活用が可能な目的税を、どうすれば鎌倉市内の宿泊事業者にとって有効な使い方

ができるのかといった有意義な議論が出来たものと思っております。 

しかし一方で、今回の委員として役目は、あくまで将来的に宿泊税が鎌倉市で導入された

場合における、我々宿泊事業者の事務の負担軽減や、鎌倉市に適した課税要件等に対し、ご

要望をさせていただくという目線から、助言をさせていただいたものと思っております。 

今回の議論における意見は、当然鎌倉市内の宿泊事業者の総意ではなく、他にも様々なご

意見をお持ちの方があろうかと思います。そう言った方々のお声を一つでも多く汲み取っ

ていただきながら、制度の設計・導入について、引き続き慎重にご検討いただくようお願い

申し上げます。 

鎌倉市宿泊税等観光財源に関する検討委員会 委員 井上靖章、薄井茜 
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８ 巻末資料一覧 

巻末資料１ 検討委員会会議録(第１回～第４回) 

巻末資料２ アンケート調査結果 

巻末資料３ 事業者向け勉強会 Q＆A 

巻末資料４ 先行自治体の導入状況一覧 

巻末資料５ 検討委員会設置要綱 


